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が平成２５年１０月１５日付けで楯起した生活朧法に
請求について、次のとおり鍬する。よる保護申請却下処分に係る審査請求について、

文主

処分庁が平成２５年８月２２日付けで職冑求人に対して行った生活保護法による保護
申請却下処分を取り消す６

由理

審査請求の趣旨及〔鯉由
審査請求の趣旨
譜胃求人似下｢請求入」という｡）及
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(以穂士外轌

下｢代理人」という｡）は､平成２５年８月２２日付けで山形市福祉事獅f長似下｢処
分嗣という｡）が行った生活保護法似下「法ｌという｡）による保護申請却下如分
（以下「本件処分ｊという｡）について、その取消しを求めているものである。

ー

２審査蓑球の理由
請求人は、生命保険に加入していることで､資産の活用（生命保険の燃勺）が必要
であり、生活保護の基準を満たしていないという理由で生活保護の申請が却下された
が、現在病気に罹患しており、生命閑塗を蝋すれば再度の保険加入はできないと
’いった特段の事情があること、また、毎月の保険料の支払いができなくなったため解

少



Ｕ

約返戻金から保険料を充当する予定となっている状況にあることから､保護の申請が
却下されたことに対し､利跡あるとして本件審査請求を提起したものである。
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第２認定譲及X畔Ｉ断ザ

１認定事実
調査したところ、次の事実力認められる。

(1ン燭ｼ庁は､請求人の-似下[一Ｊという｡)が平成25年６月２７日に生活＝ - - 一

が大変であるとの主訴で相談に訪れたことから、生活保護制度の説明を行い､その
結果として、が：に移り識臥と請求人の似下「」という｡）一 一

の２人世帯になってから生活保護の申請を行うことを縄し、生活保護申請書を交
付したこと。

(2)請求人は､平成25年７月３１日に処分庁に対し保護の申請を行ったこと。
(3)法第２９条の規定に基づく資産調査の結果､請求人が件の生命閑炭を契約.(一

円あることが判明したため、
の

座で総額澱 予 金 が 口 一であること、 また、
一

の活用により最低生活のﾎ鱗が肩朧との理由か命柵の鋤返戻金及【願；

ら、同年8眉２２日に保護の申請を却下する処分を行ったこと。 ■

(4)請求人及び代理人は保護の申請が却下されたことに対し、利Rがあるとして本件
審査請求を提起したこと。

判 断２
(1)．処分庁は保護の要否の判定を行うに際し、収入額として生命網瑛の解約返戻金を
その他収入として算定しているが、保護の要否の判定の際に用いる収入は､原則と

あり、寺金 及 Z … の 合 計 漆して定期的な収入と開始時に現に所持している
解約返戻金は保護申請時点では現金化されておらず､解約の手続きも行われていな
いことから、保護の要否の判定_上収入として算定することは適当でないと考える。

て算定しない場合には､収入綱§-

円を下回ることから､保護の要否の判定は関
を収入として算定しない場合には、

円となり、
となる。

(2)『生活i溌法による保護の実施要領の取扱いについて」の卿いについて」偲和３８年４月１日社保
似下｢課長通知」という｡)）第３の問１１でワ第３４

は、「閑瑛の蝋]返戻金は､資産として活用させるのが願Ｉである｡ただし､返戻金
が少額であり、かつ、網鮮l鋤当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合に限

今



り、保護適用後保険金又Ｉｄ蝋返戻金を受領した時点で法第６３条を適用すること
を条件に聯)させないで保護を適用して差しつかえない」としている。
さらに、性活保護問答集について」（平成２１年３月３１日厚生労働徴1会･援

護局鰭蕎鵠謡務連絡(以下｢問答集Jという｡))第３では､解約返戻金の額が少
額であるかの判断について、｢医原鉄助を除く最低生活費の概ね3か月程度以下を
目安とする」とされており、また､保険龍願の当該地域の一般世帯との均衡の判断
については、「医隙扶助を除く最低生活費の1割程度以下を目安とする」とされてい
る。
なお、問答集では､蛎豹を要しない保険の鰯については、「危険対策を目的とす
るものに限り認められるものであ肌貯蓄的性格が強いと思われる養老保険等の保
有は認められない｣としており､また､｢要保護世帯に保険による保障の効果が及ば
ないもの及び世諾員の危険を保障するものでないものI３聯]させるべきである」と
している。
そこで､今回の生命保険についてみると､解約返戻金の総額力Ｌ--円

円であることであり、医療扶助を除く最低生活費の３か月分の額ｶﾐｰｰｰｰｰ一一
から、解約返戻金の額は少額であるといえる。一方､保険料額については､保険料
額の総額は--円であり、医療扶助を除く最低生活費の'割の額が

円であることから、保険料額は当該地域の一般世帯との均衡を失していると
考えられる。
生命保険の種類については､ー契約とも一保険であるが、貯蓄的性格が強いも
のではなく、危険対策を目的とするものであり、この点については問題はない。
生命保険を慨Uにみると、上記第２-１-(3)認定事実の契約二については閑塗の
受取人として当該世裕員以外の者１-Ｊが含まれており、また、同認定事実の契
約」こついては被保険者が当該世帯員以外の者（-）となっており、保有を認め
ることはできなしも
上記のとおり、現状では一部保有の要件を満たしていないが、保険料額の繩が

○ や

契約‘に変更により、また、一鰕 険 の 蝋 や 閑 聯 願 ０過大である点については
ついては受取人を変更することで保有力認められる余地はあると考える。
なお、生命保険の保有力潮められない場合は､保護の開始決定後に解約･変更指
導や返還手続きを行うべきである。 〃 ｡ ０

＝

については現金化されておらず､解約の手(3)以上のことから、
続きも行われていないことから､保護の要否の判定において収入として算定すること
は適当ではなく、算定しなかった場合には鰭翻壊となることから､保護の開始決定
を行うべきである。



ただし､生命閑険の保有については､保険料額の綱§当該地域の一般世帯との均
衡を失していると考えられ、また、当該世帯員以外の者が被保険者又は受取人にな
っている契約があることから、現状のまま保有を認めることはできないため､保護
の開始決定後において、一部保険の解約、保険料額の変更及び受取人の変更を指導．
したり、返還手続き等を行うべきと考える。

ｉ

Ｉ

結 論
以上のとおり、請求人の主張には理由がないが、処分庁の手続きに不当な点力認め
られたため、行政不服審査法第４０条第３項の規定を適用し、本件処分を取り消す６
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軸２５年１２月１７日

美栄弓審査庁山形県知事吉村
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